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国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
平
成
29

年
度
ま
で
各
自
治
体
が
保
険
者
と
し

て
個
別
に
運
営
し
て
い
ま
し
た
。
こ

の
制
度
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る

た
め
に
法
が
改
正
さ
れ
、
30
年
度
か

ら
は
、
都
道
府
県
が
財
政
運
営
の
主

体
と
な
っ
て
自
治
体
と
と
も
に
運
営

し
て
い
ま
す
。

　
新
制
度
で
は
、
都
が
市
区
町
村
ご

と
に
都
支
出
金（
※
１
）や
事
業
費
納

付
金（
※
２
）の
額
を
決
定
し
ま
す
。

　
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
の
決
算
の
状
況
は
、
図
３
の
と
お

り
で
す
。

◎
歳
入

　
歳
入
の
主
な
も
の
は
、
加
入
者
が

納
め
た
保
険
税
と
、
都
支
出
金
で
、

歳
入
の
84
・
６
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

　
保
険
税
収
入
は
、
加
入
者
の
減
に

よ
り
、
29
年
度
に
比
べ
て
約
３
％
の

減
少
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、繰
入
金
が
歳
入
の
10・４
％

を
占
め
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、保
険
税

や
都
支
出
金
な
ど
の
歳
入
だ
け
で
は

歳
出
を
賄
え
な
い
た
め
一
般
会
計
か

ら
繰
り
入
れ
る
も
の
で
、
図
４
の
と

お
り
、
５
億
円
を
超
え
る
赤
字
補
て

ん
分
を
含
め
た
約
12
億
７
５
０
０
万

円
と
な
り
ま
し
た
。

　
１
人
当
た
り
の
医
療
費
は
依
然
増

加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も
あ
る
程
度

の
繰
り
入
れ
は
必
要
に
な
る
と
見
込

ん
で
い
ま
す
。

◎
歳
出

　
歳
出
の
主
な
も
の
は
、
保
険
給
付

費（
※
３
）、事
業
費
納
付
金
で
、全
体

の
92
・
８
％
を
占
め
て
い
ま
す
。　

◎
加
入
者
１
人
当
た
り
の
医
療
費
と   

保
険
税

　
加
入
者
１
人
当
た
り
の
医
療
費
と

保
険
税
は
、
図
５
の
と
お
り
で
す
。

　
29
年
度
と
比
べ
る
と
、
医
療
費
は

８
４
８
９
円
増
加
し
34
万
９
１
５
０

円
、
保
険
税
は
１
７
２
２
円
減
少
し

８
万
７
１
０
９
円
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
◇　
　
◇　
　
◇　
　
◇

　
市
で
は
、
今
後
も
歳
入
の
確
保
に

努
め
る
と
と
も
に
、
特
定
健
康
診
査

な
ど
保
健
事
業
の
実
施
や
、
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
促
進
な
ど
に

よ
り
医
療
費
の
適
正
化
を
図
り
、
引

▼図４　繰入金の状況

▼図５　加入者１人当たりの医療費と保険税
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保険給付費など
市が支払う費用
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▼図３　平成30年度国民健康保険特別会計決算

保険給付費
78億888万円（65.4％）

事業費納付金
32億6887万円（27.4％）

都支出金
80億4628万円（65.6％）

国民健康保険税
23億2753万円（19.0％）

繰入金
12億7487万円（10.4％）

その他（財産収入、諸収入など）
4177万円（0.3％）

繰越金
５億7670万円（4.7％）

歳 入
122億
6715万円

歳 出
119億
3860万円

諸支出金
３億3365万円（2.8％）

基金積立金
２億5569万円（2.1％）

その他（保健事業費、総務費など）
２億7151万円（2.3％）

用
語
説
明

　

次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の

で
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
期
間　

11
月
〜
令
和
２
年
３

月
※
状
況
に
よ
り
、
期
間
が
変
更

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興

課（
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

内
）☎
544
４
１
５
２
へ
。

旧
拝
島
公
園
プ
ー
ル

の
解
体
工
事
を
実
施

き
続
き
安
定
し
た
財
政
運
営
に
努
め

ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
保
険
係
へ
。

※
１
＝ 

都
が
負
担
す
る
補
助
金
な
ど

※
２
＝ 

30
年
度
か
ら
、
国
民
健
康
保
険

財
政
の
運
営
が
新
制
度
と
な
っ

た
こ
と
に
伴
っ
て
、
創
設
さ
れ

た
納
付
金
。
市
の
医
療
費
の
支

払
い
な
ど
に
応
じ
て
都
内
の
全

市
区
町
村
が
共
同
で
出
し
合
う

も
の

※
３
＝ 

市
が
医
療
機
関
な
ど
に
支
払
う

費
用


